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お問い合わせ先

■道路管理第一課長 橋本 嘉雄 TEL : 076-443-4722 （直通）
FAX : 076-443-4723

はしもと よしお

X(旧Twitter)等の映像・画像は報道資料として使用可能です。使用においてはクレジット表記をお願いします。

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所
TEL ： 076-443-4701（代）（夜間・休日）

〒930-8537 富山市奥田新町２番１号
お く だ し ん ま ち

最新情報
はこちら

[YouTube][事務所HP] [Instagram]

HP https://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/

YouTube https://youtube.com/@mlit_toyama

Instagram https://www.instagram.com/mlit_toyama

特殊車両指導取締り結果

道路を安全に利用していただくにはルールを守り、整備された車両による

適正な運行を心がけなければなりません。

今後も引き続き、規則を周知・理解していただけるように呼びかけてまいります。

取締り結果
対象車両：２台

うち、違反車両：１台

※取締りでは車両の長さ、幅、高さ、総重量を計測し、
特殊車両通行許可証の内容を確認しています。

【特車取締り状況】

令和７年１０月２３日（木）１０時～１２時に国道８号小矢部市の小矢部除雪ステーション

にて、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、特殊車両の指導取締りを実施し

ました。

おやべ

X(旧Twitter) https://ｘ.com/mlit_toyama

[X(旧Twitter)]

おやべ



特殊車両を通行させる場合は、「特殊車両通行確認制度」または
従来の「特殊車両通行許可制度」をご利用ください

これらの制限値を一つでも超える車両は
「通行許可」または「通行確認」が必要です！


